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ＪＲ東海労申第５号 

２０２４年８月５日 

東海旅客鉄道株式会社 

代表取締役社長 丹羽 俊介 殿 

ＪＲ東海労働組合 

中央執行委員長 淵上 利和 

 

 

2024年度労働協約改訂及び労働条件改善に関する申し入れ 

 

 会社は令和５年度決算について、大幅な黒字決算を計上した。これは社員が日々

の業務に対して愚直に遂行し、安全・安定輸送を担った結果である。このような社員

に報いるためにも、山積した職場問題の解決に会社は努力しなければならない。 

 一方、リニア中央新幹線建設は、品川～名古屋間で建設費用７兆円を超える建設

費用となっている。また、会社は2027年リニア開業断念を宣言した。ＪＲ東海労の指

摘通りにリニア中央新幹線建設スケジュールは大幅に遅れている。その大深度化ト

ンネル掘削工事の中断や、岐阜県瑞浪市における水位低下、恵那市における有害物

質検出の問題も露呈している。テレワーク・リモート会議などの拡大により、ビジ

ネスの旅客が完全に戻ってきていない現実もある。建設費用７兆円を超える建設費

用の調達も全く不透明であり、今後、リニア中央新幹線建設を強行した場合、経営破

綻しかねない。即刻、リニア中央新幹線建設は中止にすべきである。 

 以上を踏まえ、2024年度労働協約改訂及び労働条件改善について下記の通り申し

入れるので、誠意ある回答をすること。 

 

記 

 

Ⅰ．労使関係について 

１．『労働協約』第39条の（１）から（６）を以下のように改訂し、（７）を追加す

ること。  

（１）賃金、賞与及び退職手当に関する事項 

（２）労働時間、休憩時間、休日及び休暇に関する事項 

（３）転勤、転職、出向、昇職、降職、昇格、退職、解雇、休職及び懲戒に関する事

項  

（４）労働に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項  

（５）その他、労働協約・就業規則の解釈・運用における問題及び労働条件の改訂に

関する事項 

（６）この協約の改訂に関する事項 

（７）労働組合から申し出があった事項 
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２．ＪＲ東海労組合員が所属する全ての職場に、組合掲示板を設置すること。また、

『労働協約』第16条２項を削除すること。 

 

３．出向先の処分および賃金の減額、勤務認証及び転勤等についての苦情の処理は、

ＪＲ東海会社が責任を持って、苦情処理会議または簡易苦情処理会議を開催し処

理すること。 

 

Ⅱ．安全対策について 

１．在来線のワンマン運転をやめること。なお、ワンマン列車は２両限定であった理

由を説明すると共に、今後計画されている３両以上のワンマン導入に対する安全

に対して組合と協議の場を設けること。 

 

２．新幹線の全駅、全ホームに車いす用のスロープを設置すること。 

 

３．在来線主要駅の全ホームに可動柵を設置すること。また、新幹線の可動柵設置の

計画を明らかにすること。 

 

４．踏切の安全確保について、特殊信号発光機の動作を視覚以外に運転士に伝える

装置の開発計画を早急に行うこと。 

 

Ⅲ．労働条件等について 

１．労務管理について 

（１）「省令に基づいて」とされている「技能の確認」「知識の確認」「応急処置の

確認」は訓練や添乗でその知識や技量は確認されている。毎年実施される「確

認」は、乗務員に対してのプレッシャーでしかなく安全・安定輸送を阻害する。

従って廃止すること。 

 

（２）添乗や裏面添乗、リモート添乗、ＧＯ-ＰＲＯ撮影、沿線での監視等は、乗務

員に精神的な苦痛を与え、プレッシャーを拡大させるだけで、何ら安全対策に

ならないのでやめること。 

 

（３）日勤教育については運輸安全委員会による調査報告書で、再び日勤教育をし

たくないという気持ちから虚偽の報告を誘発させ、また、過度のプレッシャー

によって、些細なミスを大きな事故とさせかねないと指摘されている。従って、

この指摘を真摯に受け止め「再教育」「復帰教育」と称した日勤教育を廃止する

こと。 

 

２．勤務関係について 

（１）年休取得について、以下の通りとすること。 



 

3 

 

 ①昨年度における社員１人あたりの年休消化日数と、年休を失効した社員数を明

らかにすること。 

 ②年休の請求手続きは「仮の申し込み」ではない。時季指定であることを前提に扱

うこと。 

 ③時季変更権を行使する際は、本人の希望に基づいて変更する時季を提示するこ

と。 

 ④臨時列車等、波動業務に対応した適正要員を配置すること。 

 ⑤私傷病休暇、転勤、パート異動に伴う教育や見習い、研修センターへの入所、育

児休暇、ワンステップ活動等での出張にかかる人数を必要要員として要員化す

ること。 

 ⑥年休が期間内に取得できず失効する場合は、年度初に遡り特休を年休として処

理し、特休を休日出勤処理して会社が買い上げる等の処置を行うこと。 

 ⑦全職場において休日指定予定日の公表を前月の10日までに行うこと。また、勤

務確定及び発表は、前月の25日の午前９時までにすること。なお、３月の勤務発

表は、２月23日とすること。 

 ⑧新幹線乗務員の予備月についても、前月25日までに行路番号または出勤予備の

種別を記載した勤務指定表を発表すること。 

 

（２）休日出勤指定は解消されていない。会社は「休日出勤をゼロにすることは困難

である」としている。従って休日出勤解消に向けて、以下の通りとすること。 

 ①昨年度における乗務員職場毎の休日出勤数を明らかにすること。 

 ②休日出勤は、必要要員を意図的に配置していないことによるものであることを

認め、直ちに解消するために必要な要員を配置すること。 

  

（３）年休は欠勤ではない。前月25日に発表された勤務指定表の年休に対して診断

書提出を求める取扱は誤りである。診断書の提出は不要とすること。また、勤務

指定後の私傷病を年休として処理する場合は、診断書の提出は不要とすること。

なお、診断書提出の条件を明らかにすること。 

 

（４）乗務員の勤務について以下の通りとすること。 

  ①安全確保・エラー防止の観点から、在来線における乗継・分割・併合・折返し・

入換時の時間を見直し、余裕を持って確認作業ができるようにすること。また、

長時間連続乗務時は折り返し時にトイレの時間を確保すること。 

  ②乗務員の交番作成は、在宅休養時間を確保する観点から一行路の拘束時間を23

時間以内とすること。また、早朝出勤や明けの退勤時刻が午後になるような行

路は、疲労が蓄積し安全上問題があるのでやめること。更に、日勤行路について

は拘束時間を９時間以内、退出時刻を18時までとし、泊行路については拘束時

間を23時間以内とすること。また、日勤行路が２日連続する場合は、泊行路と同

様に遅くとも退出時刻17時までとすること。 
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  ③バス・トラック業界は乗務員の睡眠不足を抱えたままの勤務をなくすため、国

土交通省から指導されている。鉄道業についても睡眠不足での勤務は安全の確

保が困難と認識する。会社は、睡眠時間について概ね５時間を目安としている

が、これは、列車到着から発車時刻までであり、実質、睡眠時間は４時間を切っ

ている。労働外時間を最低６時間30分以上確保すること。 

 ④乗務員の準備報告時間（車掌携帯端末・アルコール検査・スマートフォン・タブ

レット等）が不足しているため早め出勤で対処している実態が常態化している。

これは明らかにサービス労働であり、違法かつ極めて異常な事態である。よっ

て、準備報告時間を出勤時15分増、退出時５分増とすること。 

 ⑤乗務員の１日の労働時間を６時間30分とすること。 

 ⑥災害等で運休（計画運休を含む）によって、所定列車に乗務できなかった場合

は、その時間を労働時間とすること。 

⑦災害等の異常時において、労基法第34条に則り、労働時間６時間を超える場合に 

は45分の休憩時間、８時間の場合１時間を出先地で与えること。 

また、勤務終了後や勤務終了直前に休憩時間を指定することはやめること。 

⑧異常時における食事時間、休憩時間など従来通り確保すること。 

⑨異常時における折り返し時間について、到着点呼と出場点呼が同時に行われた

事象が発生した。従来の行先地時間を確保すること。 

⑩乗務報告書（スマホアプリによる場合も含む）、時系列等報告書等の作成は22時

以降、行わせないこと。 

 ⑪タブレットに関して、タブレットでブロック図などの規程をはじめ、操作方法

など不慣れな乗務員は、ブロック図などの応急処置等に対応できない状態であ

る。よって、訓練時間内に操作方法を指導すること。 

 ⑫車椅子対応でＣＡＩＳが導入されたが、乗務中に他の業務・旅客対応・応急処置

等と競合していると乗務員（車掌）確認できない場合がある。乗務員がＣＡＩＳ

を確認し、指令に返信するシステムを施し、返信がない場合は、指令から無線や

グループ通話などで再度の確認するようにすること。 

 

（５）厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措

置に関するガイドライン」に則り、制服の着用が義務付けられている職場では

更衣時間を労働時間とすること。 

 

（６）更衣室から点呼場までの移動時間は労働時間とすること。また、作業場所と休

憩場所が離れている職場においては、休憩時間前後の移動の時間を労働時間と

すること。更に、始業点呼場と終業点呼場は同一箇所とすること。 

 

（７）業務上必要な勉強会、訓練会は休日に業務命令で指定されているが、勤務時間

内もしくは勤務明けに指定すること。また、勉強会、訓練会に要する移動時間を

労働時間とすること。 
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 (８) 乗務員の休養時間を適切に確保するために、休養室のシーツ交換は、業者が

行うこと。 

 

（９）忌引休暇は、会社が喪を知った時点（本人もしくは家族が申告した時点）から

万難を排して直ちに勤務解放すること。勤務解放ができない場合は翌日から忌

引休暇とし、「忌引休暇」期間で葬儀等に対応できない場合は「忌引休暇」を分

散付与とすること。また、忌引休暇とならない親族の葬儀に参列の場合は、優先

して年休を付与すること。更に「忌引休暇」には、特休、公休を除いた日数を付

与すること。また更に「忌引休暇」の対象に血族第３親等を加え、休暇を３日付

与すること。 

 

（10）連続休暇の取得について、年２回取得できるようにすること。また、申込日及

び取得日数の制限を撤廃すること。 

 

（11）半休及び暦日休は全職場で取得できるようにすること。また、0.5日分が残っ

た場合は、その分を失効させず、保存休暇として残せるように取り扱うこと。 

 

（12）病欠による出勤率において、年休日数を減じて付与される場合の単年度処理

はやめ、繰り越しができるように改善すること。また、本人が申告していない時

季に会社の判断で勝手に病欠指定を行うことはやめること。 

 

（13）アルコール検査の数値に基づいた処分は行わないこと。また、アルコール検査

で基準値を超えた為、勤務に就けない時の勤務認証は年休とすること。 

 

（14）復職についての自己都合休職に関しては、「自己都合休職期間が満了した場

合」とすること。 

 

（15）勤務の用語の意義について、「『欠勤』とは、勤務割等によってあらかじめ割

り振られた正規の労働時間の全部又は一部を欠く場合をいう」とすること。 

 

（16）『就業規則』第55条の勤務の指定及び変更について、「社員の勤務は、毎月25

日までに翌月分を会社が指定する。ただし、業務上の必要がある場合は、25日に

指定した翌月分の勤務を変更する。」とし、更に⑦を「25日の勤務指定以降に年

次有給休暇の請求があった場合」、⑩を「欠勤が発生した場合」とすること。 

 

（17）『就業規則』第56条に、３「医師の診断書に掛かる費用は会社負担とする。」

を追加すること。 
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（18）『就業規則』第67条の時間外及び休日等労働について「会社は、労基法第33条

に該当する場合又は同法第36条に基づく協定を締結した場合は、労基法第32条

の２及び同法第40条又は同法第35条の規定にかかわらず、社員に労働時間外又

は公休日に勤務をさせることがある。ただし、その場合は社員の承諾を得るも

のとする。」 

２「会社は、前項の規定にかかわらず、業務上の必要がある場合は、正規の労働

時間外、特別休日、代休又は調整休日において、労基法第32条、同法第32条の２

及び同法第40条に定める労働時間に達するまで、社員に臨時に勤務をさせること

がある。」と改め、３項を削除すること。 

 

（19）『就業規則』第76条の年休の請求手続きについて「社員は、毎月20日までに翌

月分の年休使用日を、年次有給休暇申し込み簿に時季指定をして、会社に届け

出ることとする。」とすること。 

   

（20）『就業規則』第77条の２（保存休暇）について、「保存休暇は、年休が第73条

の規定に基づき失効した場合、その日数に相当する全ての日数とする。なお、こ

の休暇は、労基法第39条に規定する年休とは異なる有給の休暇とする。」と改め

ること。（１）から（８）まで削除すること。 

 

（21）『就業規則』第77条の３保存休暇の（累積日数）については廃止すること。 

 

（22）『就業規則』第77条の４保存休暇の（付与条件）について、『就業規則』第77

条の４の２項及び、４項から７項まで廃止すること。 

 

（23）保存休暇の付与条件について、『就業規則』第77条の４の３項を「３ 定年に

より退職する場合は、第１項に規定する年休の残日数にかかわらず、原則とし

て退職日の前日までに全て（保存休暇の中間において予定された休日等を除

く。）を付与する。」とすること。 

 

（24）保存休暇の申請手続きについて、『就業規則』第77条の６を「保存休暇を申請

する場合は、年休と同じ取り扱いとする。」とすること。 

 

（25）『就業規則』第90条を「業務上の訓練を必要とする場合は、移動のための徒歩

等の時間を除き、１ヶ月２時間を限度として訓練時間を設け、その時間（勤務箇

所を離れて訓練を実施する場合は、勤務箇所出発から帰着までの時間）を乗務

行路表に指定する。」とすること。また、「２．その場合、出勤時刻前訓練は出

勤した旨を申告した時及び退出後から訓練時刻開始までの時間は超勤扱いとす

る。」を追加すること。 
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（26）『就業規則』第93条を「災害時等に、業務又は待機を命じた時間及び職場にい

る時間は、乗務員勤務の労働時間とする。」「２ 災害時等に、行先地又は途中

において暦日を越えて帰着不能となり、乗務又は便乗しなかった場合で、業務

又は待機を命じた時間及び職場にいる時間が１日基準労働時間に満たなかった

場合は、１日基準労働時間を勤務したものとする。」とすること。 

 

（27）乗務割交番作成規程に、「労働時間は、４週を平均して１週平均40時間、１日

平均６時間30分とする。」「２ 乗務割交番は、１項に定める労働時間を超える

場合、６時間45分を限度とする。」を新設すること。 

 

（28）乗務割交番作成規程第３条を、「１勤務の労働時間（就業規則第89条第２項及

び第90条の時間を除く。）は、14時間を限度とする。だだし、深夜時間帯の乗務

時間を２時間以上含む場合は、12時間を限度とする。」とし、以降の条文は削除

すること。 

 

（29）ワンマン列車に乗務する場合、実乗務の労働時間を1.5倍換算すること。 

 

（30）乗務割交番作成規程の在宅休養時間に関して、「第４条（２）ア 休日１日を

挟む場合 42時間以上、イ  休日２日を挟む場合 66時間以上」とすること。 

 

（31）『就業規則』第38条の欠勤日数の計算について「（３）欠勤の中間にある予定

された第53条第２号に規定する公休日、同条第４号に規定する特別休日等はこ

れを欠勤回数に通算する。」は、極めて理不尽な規定である。従って、公休日及

び特別休日等は欠勤回数に通算しないとすること。 

 

３．賃金・制度関係について 

（１）人事考課で２期連続Ｄ判定での降格や降職する制度は撤廃すること。 

 

（２）昇格試験において組合差別をやめること。 

 

（３）Ｃ２等級以下にＢ年限を設けること。また、50歳に達した社員で昇格試験を受

験した者は、全員Ｃ１等級以上に昇格させること。 

 

（４）配偶者の扶養手当を10,000円とすること。 

 

（５）定期昇給については、現等級経過年数による基準昇給額の減額を撤廃するこ

と。また、基準昇給額を一律1,500円とし、全組合員に対し乗数４の定期昇給を

行うこと。 
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（６）割増賃金の１時間当たりの単価を以下の通り改訂すること。 

  ア．Ｂ単価（超勤手当）を１時間当たり130／100から150／100とすること。 

   イ．Ｃ単価（夜勤手当）を１時間当たり 45／100から 50／100とすること。 

   ウ．Ｄ単価（休日出勤）を１時間当たり160／100から200／100とすること。 

   エ．１ヶ月60時間を超える時間外労働については、１時間当たり200／100とす

ること。 

 

（７）準夜勤手当の支給額を、１勤務につき400円から500円とすること。 

 

（８）準夜勤手当は、乗務員勤務に就いている時間にも支給すること。 

 

（９）祝日手当（Ｅ単価）を復活させ、１時間あたり50/100とすること。 

 

（10）非常呼出手当について、以下の通りとすること。 

 ①深夜時間帯を全て含む場合、4,000円を10,000円とすること。 

 ②準夜勤時間帯の場合、3,000円を7,500円とすること。 

 ③前各号以外の時間帯の場合、2,000円を5,000円とすること。 

 

（11）各職務手当の支給額について、以下の通りとすること。 

 ①駅係員手当 

  ア、輸送主任、輸送指導係及び輸送係の職名にある者（ウに該当する者を除く） 

・・・月額18,000円を月額40,000円とすること。 

  イ、営業主任、営業指導係及び営業係の職名にある者（ウに該当する者を除く） 

・・・月額10,000円を月額20,000円とすること。 

  ウ、乗務員としての一定経験を有する者 

・・・月額30,000円を月額50,000円とすること。 

 ②車両・工務係員手当 

賃金規程第105条30及び31に該当する従事員の手当を一律30,000円とすること。

なお、交番検査従事者は月額40,000円とすること。 

 

（12）乗務員の手当について、職務手当とは別に以下の手当を追加すること。 

 ①乗務キロ１㎞につき、運転士３円、車掌１円とすること。 

 ②乗務時間１時間につき300円とすること。 

 ③汚物処理を行った場合、汚物処理手当5,000円を支給すること。 

 

（13）期末手当の支給の範囲について、「期末手当は、夏季手当及び年末手当共に５

月１日を基準日とし、５月１日に在職する者及び基準日前１箇月以内に退職し

または死亡した者（就業規則第26条に規定する試用社員を除く。）に対して支給

する。」とすること。 
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（14）台風の接近等により前日の「出勤」を指示した場合は非常呼び出し手当を支給

すること。 

 

４．通勤関係について 

（１）災害等で、交通機関の不通等で出勤できなくなった社員に対しては、予め会社

が障害休暇であることを社員に伝えること。 

 

（２）自動車通勤において、不可抗力により出勤時間に間に合わなかった場合は障

害休暇とすること。 

 

（３）通勤経路については、社員の申告に基づいて通勤手当を支給すること。 

 

５．出向社員の労働条件について 

（１）社員の出向に関して、出向先の年間労働時間数は1,837.5時間までとすること。 

 

（２）1,837.5時間を超える労働時間の契約をする場合は、本人の同意を得ること。 

 

（３）社員の出向に関する協定における賃金の特別措置について、出向先の年間労

働時間数が1.837.5時間を超える場合はＤ単価（休日出勤）で支給すること。 

 

（４）出向先で乗務員として業務を行う社員については、1,715時間を超える場合は

超勤手当（Ｂ単価）として支給すること。 

 

（５）年間休日数について、ＪＲ本体より休日数が少ない場合の措置として、差し引

き日数に相当する労働時間をＤ単価（休日出勤）で支給すること。 

 

（６）出向先会社で発生した問題の解決や労働条件の改善について、会社が責任を

持って労働組合と協議の場を持つこと。 

 

（７）出向社員の休日数、労働時間は出向先会社の労働条件によらず、ＪＲ本体の社

員と同様とすること。 

 

（８）出向社員の有給休暇について、不利益となる場合は、ＪＲ東海の有給休暇を適

用すること。 

 

（９）出向先会社において、出向先会社の規程により手当が支給される作業に出向

社員が従事しても出向社員にはその手当が支給されない。結果として現行の出

向作業手当Ｂでは出向先会社の社員と手当の格差が発生している。従って、格
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差解消のため出向作業手当Ｂを月額20,000円とすること。 

 

（10）有給の私傷病休暇（３日間）を全ての出向社員が使えるようにすること。 

 

（11）労働協約第６条を出向社員にも当然適用するものであり、会社は遵守するこ

と。 

６．福利厚生等について 

（１）健康診断について 

  ①受検日時の予約は、希望日に予約できない等利便性が悪化している。受検期間

を拡幅すること。 

  ②受検箇所は自由に選択できるよう柔軟に対応すること。 

③健康診断は、全て勤務免除または超勤として取り扱うこと。 

 

（２）ＳＡＳについて 

  ①ＳＡＳ検査（再検査含む）に関わる時間は勤務時間とすること。 

  ②業務上必要な治療に掛かる費用、器具は会社が負担すること。 

  ③一度無呼吸と判断された運転士が、無呼吸を克服したことを自覚し、２回目の

検査を希望した時は認めること。 

 

（３）人間ドックの受検について、病院に受検を予約するも勤務となり、変更を余儀

なくされるケースが多い。そして結局受検できないことが発生している。従っ

て人間ドックの受検については、休日を指定するか、または優先的に年休を発

給すること。 

 

（４）依然として旅客による社員への暴力事件が発生している。接客業務に従事す

る女性社員の割合も増えており、暴力に対する制度の確立が急務な課題となっ

ている。「第三者暴力への特別保障」にとどまらず、医療費、慰謝料、給与補償、

警察からの事情聴取や通院にかかる勤務認証、刑事告訴等全て会社が前面に出

て対応する制度を確立すること。また、カスハラ対策について見解を明らかに

すること。 

 

（５）家族用社宅の居室使用料について、「満35歳に達している場合の所定料金を２

倍、満40歳に達している場合の所定料金を2.5倍とする。」を撤廃し65歳定年ま

で、所定料金で社宅に入居できるようにすること。 

 

（６）新型コロナウイルス等の感染法上の１～５類、新型インフルエンザ等感染症、

新感染症、指定感染症に分類される疾病に罹患感染した場合、就業制限とし、

100％の賃金を保障すること。 
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Ⅳ．運輸系統の社員運用について 

１．異動に際しては本人の希望を前提とし、強要は行わないこと。 

 

２．異動期間を最長３年とし、復帰を希望する乗務員は復帰させること。 

 

３．異動により調整手当が減額となる場合は、元職場の調整手当を支給すること。 

 

Ⅴ．定年および原則出向について 

１．定年退職日は、定年に達する年度の末日にすること。ただし、本人の希望があれ

ば誕生月で退職できるようにすること。 

 

２．54歳以降の原則出向について、会社は「60歳定年制実施に伴う在職条件のひと

つ」としているが、専任社員として65歳まで雇用される現在にはそぐわない制度

である。従って54歳以降の原則出向を廃止すること。 

 

３．定年規程第３条４項は削除すること。 

 

４．定年延長等について 

（１）定年年齢の変更対象となる者の50歳以降の在職条件について 

 ①「60歳に達した日以降の基本給は、60歳に達した日現在の基本給75/100を乗じ

て得た額（10円単位に四捨五入）とし、60歳に達した日の属する月の翌月１日か

ら適用する。」とあるのは撤廃すること。 

 ②「60歳に達した日以降、定期昇給（特別加算は除く）は実施しない。」とあるの

を改め、65歳まで定期昇給を行うこと。なお、定期昇給については現等級経過年

数による基準昇給額の減額を撤廃し、基準昇給額を一律1,500円とし、全社員に

対し乗数４の定期昇給を行うこと。 

 ③「60歳に達した日の属する月の翌月以降、調整手当及び扶養手当を支給しない。」

とあるのを撤廃し、65歳まで調整手当及び扶養手当を支給すること。 

④「60歳に達した日の属する月の翌月以降、退職手当累計ポイントは算定しない。」

とあるのを改めて、「60歳に達した日の属する月の翌月以降も、退職手当累計ポ

イントを算定する。」とすること。 

⑤「定年退職後、専任社員としての雇用は行わず、シニア契約社員として雇用する 

ことがある。」とあるのを改めて、「定年退職後、専任社員としての雇用は行わ

ず、希望者全員をシニア契約社員として雇用する。」とすること。 

 

Ⅵ．専任社員の雇用条件及び労働条件等について 

１．専任社員の雇用条件について 

（１）定年退職時に病気休職、自己都合休職の者が復職できない場合は、休職を継続

し休職期間満了まで専任社員として雇用をすること。 
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（２）昭和44年４月１日以前生まれの社員は、65歳以降も本人が希望すればシニア

契約社員として雇用すること。 

 

２．専任社員の労働条件等について 

（１）専任社員の労働条件については、ＪＲ本体で働く社員と出向先で働く社員の

間で労働条件の差異が生じないようにすること。また、過酷な勤務を続けるこ

とに不安を感じた組合員が専任社員を希望しない事態が多く生み出されてい

る。こうした事態を解決し、専任社員として65歳まで安心して働ける環境を整

えるべきである。従って、退職時と同等の勤務にする場合は賃金の減額をしな

いこと。または、専任社員の賃金と年齢を考慮した勤務形態を新設すること。具

体的には、本人の希望によって選択できるハーフタイム制の導入、高齢者交番

の作成、軽作業職場への異動等を行うこと。また、在来線職場では、本人の希望

の通り近距離通勤の職場への転勤を認めること。そして、新幹線職場では専任

社員の職名や列車長、車掌長の指定については、本人の希望に添って指定する

こと。 

 

（２）区分「専任Ⅴ」を撤廃すること。 

 

（３）専任社員の年間休日数を150日とすること。 

 

（４）専任社員の基本給の区分を廃止し、一律280,000円とすること。 

 

（５）専任社員の契約満了報労金の区分を廃止し、支給額を１年以上500,000円、２

年以上1,000,000円、３年以上 1,500,000円、４年以上2,000,000円、５年

2,500,000円とすること。 

 

（６）専任社員に、社員の時と同額の扶養手当、調整手当、補償措置額を支払うこ

と。 

 

（７）専任社員の雇用契約の終了について、私傷病による欠勤期間の90日を180日と

すること。 

 

（８）専任社員の介護休職期間最長93日を365日とすること。 

 

 

Ⅶ．リニア中央新幹線建設について 

１．リニア中央新幹線は、建設費が増大し会社経営を破綻させるとともに、自然環境

を破壊するものである。従って、リニア中央新幹線建設を直ちに中止すること。 
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２．リニア中央新幹線建設に関して、一切の状況の変化について、団体交渉もしくは

経営協議会で労働組合に必ず説明すること。 

 

３．会社は、５月１日に開催した経営懇談会において「建設の期間が長引けば単年

度の支出が低減できる」との見解を示した。すると、早期開業との矛盾が生じる。

それについて見解を示すこと。 

 

４．岐阜県瑞浪市における水位低下、恵那市における有害物質検出において、自治

体への報告が遅れた理由を明らかにすること。 

 

５．会社は、残土の有害物質の流失対策としてシートを敷くとしているが、シート

の寿命は何年なのかを明らかにすること。また、寿命に伴い、シート交換をする

際の手順を明らかにすること。更に、ウランなどの放射性物質が検出された場合

の対策を明らかにすること。 

 

６．日本土木学会の資料によると、高速長尺先進ボーリングは水抜きが目的とされ

ている。しかし、会社は「調査のため」との見解を示している。水抜きではない

という根拠を示すこと。 

 

７．山梨県における高速長尺先進ボーリングによる掘削によって、大量流水が発生

した場合の対策を明らかにすること。また、流水は静岡県側に戻すのかどうかを

明らかにすること。 

 

８．静岡工区の工事において、破砕帯からの突発湧水の対策を具体的に明らかにす

ること。 

 

９．各地で水位低下による水枯れが発生している。補償について明らかにすること。

特に、大井川流域では、住民６２万人が生活している上、農業や工場などでは大

量の水を使う。補償には限界があると考える。借りに、水枯れが発生した場合、

補償はできるのかを明らかにすること。 

 

10．会社は、「健全経営・安定配当」と言うだけで、具体性がない。「健全経営・

安定配当」を行うために必要な営業利益、純利益はどのくらいの目安なのか明ら

かにすること。 

 

11．２０２７年以降に工事が完了予定の工区、建造物などを全て明らかにすること。 

 

Ⅷ．その他 
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１．非課税証明書や診断書等、会社手続きに関する費用は会社が負担すること。 

 

２．会社から貸与された制服について、シーズン問わず、社員の判断で着用を認める 

こと。また、制帽は年間通じて通気性の良い夏用のみとすること。 

 

３．ＩＣ職務乗車証は、三重県内近鉄線との共用駅（津、松阪、伊勢市）では、従来 

使用可能であった自動改札機が使用できなくなった。ＩＣ職務乗車証で自動改札 

機が使用できるように改善すること。なお、地方では、会社は「本社・本部間で議 

論されたい」と回答している。 

 

４．社員ＥＸについて２００行程とすること。 

 

５．家族用割引き制度について、新幹線と在来線を利用する場合、乗車券区間は乗車 

 駅から降車駅まで購入できるシステムにすること。（以前の購入券の制度に戻す 

こと） 

 

６．スマホの通信障害が発生し、ＥＸが使用できない場合、全額（乗車券と特急券） 

 負担となる。その場合、領収書を会社に提示し、特急券の半額分と乗車券分を支給 

すること。 

以 上 


